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深刻かつ危機的な「職員不足」を解決するための緊急要望

いま、障害福祉の支援現場は、深刻かつ危機的な「職員不足」を強いられ続けています。
昨年、きょうされんが行なった調査では、3,142カ所の障害福祉事業所のうち84.2％が「職員が不足」しており、その要因では「他の産業より賃金が低い」が81.9％ともっとも多くを占めました。また2024年度の正規職員の募集人数2,860人に対して採用人数は1,624人に留まり、56.8％ときわめて厳しい充足率でした。さらに、採用した正規職員のうち新卒者はわずか14.4％に留まりました。
引き続く物価高騰や最低賃金の上昇を踏まえて、政府は、昨年11月21日の閣議において、介護・福祉分野の職員の処遇は、「他産業とはまだ差があり、人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善にむけて」、2026年度に「臨時報酬改定」を行ない、2025年度は補正予算で対応することを決定しました。
[bookmark: _Hlk219386909]ところが、2025年末の財務・厚生労働大臣の協議では、障害福祉の2026年度の「臨時報酬改定」は1.84％引き上げという、きわめて低い水準に留まりました。厚生労働省調査でも明らかなように、全産業平均賃金と障害福祉職員との賃金格差は、月7万8千円もの格差があります。わずか1.84％の引き上げでは、深刻かつ危機的な「職員不足」はまったく解決せず、離職や採用困難によりさらに支援現場を疲弊させるだけです。
しかも、この閣議決定を受けて、12月から開催されている障害福祉の報酬改定検討チームでは、就労継続支援B型やグループホーム、放課後等デイサービス等の基本報酬を引き下げる方針が検討されています。その理由には、障害福祉予算が「障害者自立支援法の施行時から4倍以上に増加」したことをあげ、その要因として、障害のある人のニーズにもとづかない、不適切な事業者の増勢を強調しています。
こうした政府の動向を踏まえて、深刻かつ危機的な「職員不足」を解決するために、以下のことを緊急に要望いたします。

1. 「職員不足」を根本的に解決するためにも、障害福祉の「引き上げ率1.84%」を、ただちに全産業平均賃金との格差を改善する水準に見直し、すべての障害福祉の基本報酬を大幅に拡充してください。
2.障害のある人のニーズにもとづかない不適切な事業者への対策は、報酬の見直しではなく、事業者の指定基準等を見直してください。

団体・法人・事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住所　　　　　　　　　　都・道・府・県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（※上記項目に漏れのないように記載ください）
現在の事業所の運営や支援の現状、報酬制度の問題点・要望についてご記入ください
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